
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
に
つ
い
て
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業

に
関
す
る
規
則
の
特
例
を
定
め
る
規
則

（
平
成
二
十
七
年
二
月
十
九
日
規
則
第
百
六
十
八
号
）

改
正

平
成
三
〇
年
一
二
月
二
〇
日

令
和

二
年
一
〇
月
二
〇
日

同

三
年

六
月
一
八
日

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
に
つ
い
て
、
弁
護
士
過

疎
・
偏
在
対
策
事
業
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
百
五
十
五
号
。
以
下
「
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業

規
則
」
と
い
う
。
）
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
公
設
事
務
所
弁
護
士
又
は
偏
在
対
応
弁

護
士
を
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
養
成
し
、
も
っ
て
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
に
関
す
る
規

程
（
会
規
第
九
十
四
号
）
の
趣
旨
を
全
う
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
対
象
養
成
公
設
弁
護
士
に
対
す
る
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
の
特
例
）

第
二
条

本
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
新
人
弁
護
士
等
養
成
弁
護
士

（
以
下
「
対
象
養
成
公
設
弁
護
士
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
経
済
的
支
援
の
必
要
性
を
認
め
る

と
き
は
、
対
象
養
成
公
設
弁
護
士
の
申
請
に
よ
り
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
五
十
九
条

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
の
養
成
対
象
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
っ
て
、
同
表
の

雇
用
の
日
か
ら
の
期
間
（
た
だ
し
、
一
か
月
に
満
た
な
い
期
間
は
切
り
捨
て
る
。
）
に
応
じ
、

新
人
弁
護
士
等
一
人
当
た
り
同
表
の
補
助
金
額
の
欄
記
載
の
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成

支
援
補
助
金
を
給
付
す
る
。

一

弁
護
士
会
又
は
弁
護
士
会
連
合
会
か
ら
の
貸
付
け
、
給
付
そ
の
他
の
経
済
的
支
援
を
受
け

て
、
公
設
事
務
所
弁
護
士
又
は
偏
在
対
応
弁
護
士
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
弁
護
士
を
採
用
し
、

一
定
期
間
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
す
る
法
律
事
務
所
を
設
立
し
た
こ
と
。

二

新
人
弁
護
士
等
の
養
成
に
関
し
て
、
弁
護
士
会
又
は
弁
護
士
会
連
合
会
に
お
い
て
支
援
委

員
会
等
が
設
置
さ
れ
、
対
象
養
成
公
設
弁
護
士
に
対
す
る
指
導
又
は
支
援
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
。

三

対
象
養
成
公
設
弁
護
士
に
よ
る
養
成
の
後
、
公
設
事
務
所
弁
護
士
若
し
く
は
偏
在
対
応
弁

護
士
又
は
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
と
な
っ
た
新
人
弁
護
士
等
が
、

新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
の
給
付
の
申
請
の
対
象
と
な
る
新
人
弁
護
士

等
の
雇
用
の
日
前
の
二
年
間
に
一
人
以
上
又
は
五
年
間
に
二
人
以
上
い
る
こ
と
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
雇
用
の
日
か
ら
一
年
を
超
え
、
か
つ
、
二
年
以
下
の
期
間
に
係
る

新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
の
申
請
期
間
は
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則



第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
雇
用
の
日
か
ら
一
年
八
か
月
を
経
過
す
る
日
の
翌

日
か
ら
雇
用
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
と
す
る
。

３

対
象
養
成
公
設
弁
護
士
は
、
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
過
疎
・
偏
在
対
策

事
業
規
則
第
六
十
条
第
一
項
の
書
類
に
加
え
て
、
本
会
に
対
し
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を

具
備
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
と
し
て
細
則
で
定
め
る
も
の
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
対
象
養
成
一
般
弁
護
士
に
対
す
る
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
の
特
例
）

第
三
条

前
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要

件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
新
人
弁
護
士
等
養
成
弁
護
士
（
た
だ
し
、
対
象
養
成
公
設
弁
護
士
を
除

く
。
以
下
「
対
象
養
成
一
般
弁
護
士
」
と
い
う
。
）
が
、
公
設
事
務
所
弁
護
士
と
な
る
旨
約
し

て
い
る
新
人
弁
護
士
等
を
養
成
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

一

対
象
養
成
一
般
弁
護
士
に
よ
る
養
成
の
後
、
公
設
事
務
所
弁
護
士
若
し
く
は
偏
在
対
応
弁

護
士
又
は
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
と
な
っ
た
新
人
弁
護
士
等
が
、

新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
の
給
付
の
申
請
の
対
象
と
な
る
新
人
弁
護
士

等
の
雇
用
の
日
前
の
五
年
間
に
二
人
以
上
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
対
象
養
成
一
般
弁
護
士
が

過
去
に
公
設
事
務
所
弁
護
士
と
な
っ
た
経
験
の
あ
る
弁
護
士
で
あ
る
場
合
又
は
対
象
養
成
一

般
弁
護
士
が
弁
護
士
法
人
若
し
く
は
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
（
以
下
「
共

同
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
の
社
員

が
過
去
に
公
設
事
務
所
弁
護
士
と
な
っ
た
経
験
の
あ
る
弁
護
士
で
あ
る
場
合
に
は
、
対
象
養

成
一
般
弁
護
士
に
よ
る
養
成
の
後
、
公
設
事
務
所
弁
護
士
若
し
く
は
偏
在
対
応
弁
護
士
又
は

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
と
な
っ
た
新
人
弁
護
士
等
が
、
新
人
弁

護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
の
給
付
の
申
請
の
対
象
と
な
る
新
人
弁
護
士
等
の
雇

用
の
日
前
の
五
年
間
に
一
人
以
上
い
れ
ば
足
り
る
。

二

対
象
養
成
公
設
弁
護
士
と
同
程
度
の
優
良
な
養
成
体
制
を
有
す
る
も
の
と
し
て
細
則
で
定

め
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。

２

対
象
養
成
一
般
弁
護
士
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補

助
金
の
給
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
六
十
条
第
一

項
の
書
類
に
加
え
て
、
本
会
に
対
し
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

書
類
と
し
て
細
則
で
定
め
る
も
の
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
の
返
還
）

第
四
条

本
会
は
、
第
二
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務

所
養
成
支
援
補
助
金
を
給
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
対

象
養
成
公
設
弁
護
士
又
は
対
象
養
成
一
般
弁
護
士
（
以
下
「
対
象
養
成
弁
護
士
」
と
総
称
す

る
。
）
に
対
し
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
期
間
（
た
だ
し
、
一
か
月
に
満
た
な
い
期
間
は
切
り
捨

て
る
。
）
に
対
応
す
る
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
の
返
還
を
求
め
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
対
象
養
成
弁
護
士
は
、
直
ち
に
返
還
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

新
人
弁
護
士
等
が
対
象
養
成
弁
護
士
の
養
成
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

対
象
養
成
弁
護
士
が
第
二
条
第
一
項
各
号
又
は
前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
要
件
を
満

た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

三

そ
の
他
新
人
弁
護
士
等
に
対
し
て
、
適
切
な
養
成
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
。

２

対
象
養
成
弁
護
士
が
第
二
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
人
弁
護
士
等
養
成

事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
の
給
付
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
六

十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
公
設
事
務
所
弁
護
士
又
は
偏

在
対
応
弁
護
士
」
と
あ
る
の
は
、
「
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
に
つ
い
て

弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
に
関
す
る
規
則
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
規
則
第
百
六
十
八

号
）
別
表
の
養
成
対
象
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
約
し
て
い
た
弁
護
士
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
設
事
務
所
弁
護
士
と
な
る
旨
約
し
て
い
た
新
人
弁
護
士
等
が
偏
在

対
応
弁
護
士
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
対
象
養
成
期
間
に
係
る
偏
在
対
応
弁
護
士
の
養
成

に
係
る
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
相
当
額
に
つ
い
て
、
ま
た
、
偏
在
対
応

弁
護
士
と
な
る
旨
約
し
て
い
た
新
人
弁
護
士
等
が
公
設
事
務
所
弁
護
士
と
な
っ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
対
象
養
成
期
間
に
係
る
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
の
全
額
（
前
項

の
規
定
に
基
づ
き
本
会
が
返
還
を
求
め
る
場
合
に
は
、
返
還
対
象
と
な
る
金
額
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
、
返
還
を
要
し
な
い
。

３

過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
六
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
本
会
が
新
人
弁
護
士
等
養
成
事
務
所
養
成
支
援
補
助
金
の
返
還
を
求
め
る
場
合
に
準

用
す
る
。

（
会
長
へ
の
委
任
）

第
五
条

こ
の
規
則
を
実
施
す
る
た
め
の
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
細
則
で
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
は
、
令
和
十
二
年
十
一
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

３

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
六
月
一
日
以
降
に
雇
用
し
た
新
人
弁
護
士
等
の
養
成
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

附

則
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
〇
日
改
正
）

１

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
附
則
第
二
項
並
び
に
附
則
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三

十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
雇
用



し
た
新
人
弁
護
士
等
の
養
成
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則
（
令
和
二
年
一
〇
月
二
〇
日
改
正
）

１

第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
か
ら
第
五
条
ま
で
、
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
別
表

（
新
設
）
の
改
正
規
定
（
以
下
「
本
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
別
表
の
改
正
規
定
は
、
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日
以
前
に
雇

用
し
た
新
人
弁
護
士
等
の
養
成
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

本
会
は
、
本
改
正
規
定
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
本
改
正
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
こ
の
規
則
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
、
所
要
の
見
直
し
を
行
う
。

附

則
（
令
和
三
年
六
月
一
八
日
規
則
第
二
〇
〇
号

弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
制
度
創
設
に
係
る
外
国
弁
護
士
に
よ

る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
則
の
整

備
に
関
す
る
規
則

第
三
条
改
正
）

こ
の
規
則
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
四
年
政
令
第
四
一
号
で
令
和
四
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
）



別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

養
成
対
象

雇
用
の
日
か
ら
の
期
間

補
助
金
額

公
設
事
務
所
弁
護
士
と

一
年
以
下
の
期
間

一
か
月
当
た
り
四
十
万
円

な
る
旨
約
し
て
い
る
新

人
弁
護
士
等

一
年
を
超
え
、
か
つ
、
二
年
以

一
か
月
当
た
り
二
十
万
円

下
の
期
間

偏
在
対
応
弁
護
士
と
な

一
年
以
下
の
期
間

一
か
月
当
た
り
二
十
五
万
円

る
旨
約
し
て
い
る
新
人

弁
護
士
等


